
マニフェストについて

①必要な記載事項について

次ページ参照

②マニフェストの交付方法

 ⑴産業廃棄物の種類ごとに交付すること(分離不可な物は除く。)。 

 ⑵運搬先ごとに交付すること。 

 ⑶引渡しと同時に交付すること（運搬業者は、産業廃棄物の種類・数量等を記載した書面又は電子情報が必要となる） 

 ⑷上記図の流れで、マニフェストを交付していくこと。 

③マニフェストの確認

７枚複写のマニフェストを使用する場合、排出事業者の手元には最終的に、Ａ票（交付時控え）、Ｂ２票（運搬業者からの返送

）、Ｄ票（中間処理業者からの返送）、Ｅ票（最終処分終了時に中間処理業者から返送）が揃う

④マニフェストの保存期間

上記③の「Ａ票」「Ｂ２票」「Ｄ票」「Ｅ票」については、５年間の保存義務が課せられます。
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